
入 札 公 告 

 

国立大学法人電気通信大学において、下記のとおり一般競争に付します。 

 

 

記 

 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）件  名 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物（実験廃液・試薬・保管容器等）収集運搬

処分業務 一式 

（２）履行期限 契約締結日から令和９年６月３０日まで 

（３）履行場所 本学が指定する場所 

 

２．競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程第４条及び第５条の規定に該当しない者で

あること。 

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和８年度に関東・甲信越地域におけ

る｢役務の提供等｣のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

（３）国立大学法人電気通信大学契約責任者から取引停止の措置を受けている期間中の者でな

いこと。 

（４）本件調達は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の関す

る法律」（平成１９年法第５６号）に基づき、入札に参加する者に必要な資格として、環

境負荷の低減、適正な産業廃棄物処分の実施等の観点から、温室効果ガス等の排出削減に

係る取組、優良認定への適合の評価等による裾切り方式を採用する。 

本方式は、「環境配慮への取組状況」及び「優良基準への適合状況」の２つの要素ポイ

ント制により評価し、４５点以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与すること

とするが、事業者の多様な環境への負荷低減に向けた取組を積極的に評価するとともに、

複数の項目によるポイント獲得手段を確保する等の観点から、評価項目のすべてを満足す

ることを求めるものではない。 

 

３．契約条項を示す場所及び日時等 

（１）本件は、仕様書等関係書類の交付をもって仕様説明を省略する。 

（２）入札説明書、仕様書等の問い合わせ先 

    〒182-8585 東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１ 

国立大学法人電気通信大学総務部経理調達課契約第一係 

電話番号 042-443-5042 

（３）入札説明書、仕様書等の交付及び請求方法 

本調達に係る入札説明書、仕様書等はすべて電子媒体で交付する。資料の交付を希望す

る者は、次の手順により電子メールにて下記③の送信先まで請求しなくてはならない。 

① メールの件名には、「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物（実験廃液・試薬・保管容器

等）収集運搬処分業務 一式の入札説明書交付希望」と明示すること。 

② 本文には、次の事項について記載があること。 



会社名、所属部署、担当者氏名、入札説明書等の送付先Ｅ-mailアドレス、連絡先電話

番号 

③  送信先 keiyaku3-k@office.uec.ac.jp 

入札説明書等の交付請求は、令和８年６月２９日（月）17時 00分までとし、それ以降

の本調達に関する資料の交付請求は一切認めない。 

 

４．入札参加に必要な書類の提出期限等 

（１）提出期限 令和８年６月３０日（火）17時00分 持参すること 

（２）提出書類 提出書類の詳細は、入札説明書を参照すること。 

 

５．入札執行の日時及び場所 

令和８年７月９日（木）11時 00分 

国立大学法人電気通信大学 本館別館1 階危機対策本部 

 

６．入札の方法 

入札金額は総額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札札書に記載された金

額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積った契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７．入札の無効 

  本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義 

 務を履行しない者の提出した入札書は無効とする。 

 

８．入札の条件 

（１）詳細は入札説明書による。 

（２）郵便、電信等による入札は認めない。 

（３）入札保証金は免除する。ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札

価格の100分の５に相当する金額を本学に支払わなければならない。 

（４）契約保証金は免除する。ただし、落札者が契約上の義務を履行しないときは、違約金と

して契約金額の10分の１に相当する金額を本学に支払わなければならない。 

 

９．契約条件 

入札説明書、契約書（案）、国立大学法人電気通信大学契約事務取扱規程のとおりとす

る。 

 

10．契約書の作成 

   契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 

 

11．その他 

（１）この一般競争に参加を希望する者は、入札参加に必要な書類の提出時に、契約責任者が

別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 



（２）前号の誓約書を提出せずまたは虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった   

ときは、当該者の入札を無効とするものとする。 

  

                                 以上公告する。 

 

令和８年６月１９日 

 

                                          国立大学法人電気通信大学 

契約責任者 理事 大月 光康 


